
 

 

＜参考１＞取締役会の強化（イメージ） 

＜改革前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改革後＞ 

 

  

社内取締役 

代表取締役  ４名 

取締役    ８名 

社外取締役 

電力社外取締役 10名 

取締役会 

 ・四半期に１度開催（原則） 

 ・取締役 22名 

社内取締役 

代表取締役 ４名 

社外取締役 

電力社外取締役  10名 

独立社外取締役  ３名 

取締役会 

 ・毎月開催（原則） 

 ・取締役 17名 

経営委員会 

執行役員（室長・本部長・事業部長 等） 

執行役員会 

執行役員（室長・本部長・事業部長 等） 

・付議 

・報告 

・付議 

・報告 

・監督 

・監視 

・監督 

・監視 


